
【任期付職員（産後休暇→育児休業取得職員に係る代替職員）】 

項 目 内     容 

職 種 厚生労働事務官 一般職員（保険年金課） 

勤 務 先 厚生労働省東海北陸厚生局健康福祉部保険年金課 

勤 務 地 名古屋市東区白壁１丁目１５番１ 名古屋合同庁舎第３号館３階 

募 集 人 員 １名 

職 務 内 容 

・健保組合の監査 

・組合規約変更認可等申請書及び届出書等 

・滞納処分・重要財産処分等認可申請 

・各種届出及び証明願 

・組合予算・決算に関すること 

・組合の設立及び解散に関すること 

・統計、報告に関すること 

・課内文書の受付、発送等 

応 募 資 格 

（１）次の条件を満たす者  

・大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校を卒業した者及びこれら 

と同等以上の学力を有すると認められる者 

 ・パソコン（ワード・エクセル等）が支障なく操作できる者 

（２）心身ともに健康な者 

※ ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。 

 ① 日本の国籍を有しない者 

② 生年月日が昭和 40年４月１日以前の者（62歳定年のため） 

③ 国家公務員法第 38条の規定により国家公務員となることができない者 

○ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執

行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2

年を経過しない者 

○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

④ 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神 

耗弱を原因とするもの以外) 

採用予定期間 

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

※ただし、令和８年４月１日は、職員の産後休暇期間に基づく採用となります。

その後の期間については、令和８年４月１日の勤務実績が良好な成績で遂行し

た場合に、引き続き、育休代替職員として再採用される可能性があります（育

休代替職員としての期間は現時点の予定期間となります）。 

勤 務 時 間 ８時３０分～１７時１５分まで（昼休み１２時００分～１３時００分） 

勤 務 日 週５日（休日は、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始） 

給 与 

給与は、「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき支給されます。給与額は、

学歴、職歴等を勘案して算定されます。 

手当としては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当

（ボーナス）、単身赴任手当等があります。 

備   考 国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限等が適用されます。 

応 募 方 法 

次の応募書類を令和８年２月２０日（金）必着で郵送又は持参願います。 

（１）履歴書 

・市販の履歴書可。日中の連絡先（電話番号）を記入してください。 



・職歴については（２）を別紙で作成してください。 

・左上余白に「任期付職員（保険年金課）応募」と朱書きしてください。 

（２）職務経歴書（任意様式、パソコン作成可） 

   ・勤務期間、会社名、雇用形態、職務内容（役職等を含めた勤務実績）を 

    詳細に記入してください。 

（３）大学卒業等を証する書類（卒業証書（写）、卒業証明書 等） 

（４）小論文（1,000字程度、別紙様式、パソコン作成可） 

   ・テーマ：「東海北陸厚生局の業務で興味のある分野について」 

＊書類選考の上、書類選考合格者には面接試験の日時・場所等をご連絡いたしま

す。（面接試験は令和８年３月６日（金）実施予定） 

＊合否にかかわらず、送付いただいた履歴書等は返送いたしませんので、ご了承

ください。 

応 募 先 

〒４６１―００１１ 

 愛知県名古屋市東区白壁１丁目１５番１ 名古屋合同庁舎第３号館３階 

  東海北陸厚生局 総務課（佐藤） 

（連絡先：☎０５２―９７１―８８３１） 

 


